
特別会計
の名称

115,834,492 106,617,722 92.0%
( 35,010,594 ) ( 20,409,640 ) ( 58.3% )
《 － 》 《 － 》 《 － 》

第１分野　政策・方針決定過程への女性の参画拡大 5,764,801 5,183,180 89.9%
( 385,627 ) ( 158,136 ) ( 41.0% )

１ 政治分野 内閣府 29,199 22,705 77.8%
２ 司法分野 － － － －
３ 行政分野 内閣官房 － － －

内閣府 13,305 1,153 8.7%
警察庁 13,000 9,292 71.5%
総務省 － － －
法務省 19,935 19,935 100.0%
国土交通省 3,477 3,477 100.0%
防衛省 5,639,244 5,096,179 90.4%
人事院 13,056 6,659 51.0%

４ 経済分野 内閣府 32,597 　 　 23,780 　 　 73.0% 　 　
厚生労働省 988 0 0.0%
　　〃 ( 385,627 ) ( 158,136 ) ( 41.0% ) 労働保険

５ 専門・技術職、各種団体等 － － － －
第２分野　雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和 107,137,878 99,453,912 92.8%

( 34,624,967 ) ( 20,251,504 ) ( 58.5% )
《 － 》 《 － 》 《 － 》

１ ワーク・ライフ・バランス等の実現 内閣府 18,385 11,862 64.5%
厚生労働省 107,107,619 99,430,307 92.8%
　　〃 ( 29,530,594 ) ( 15,524,541 ) ( 52.6% ) 労働保険

２ 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保及び各種ハラスメントの防止 厚生労働省 11,874 11,743 98.9%

　　〃 ( 798,312 ) ( 687,100 ) ( 86.1% ) 労働保険
３ 積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の推進等による女性の参画拡大・男女間格差の是正 国土交通省 － － －
４ 非正規雇用労働者の待遇改善、正規雇用労働者への転換の支援 － － － －
５ 再就職、起業、雇用によらない働き方等における支援 厚生労働省 ( 4,296,061 ) ( 4,039,863 ) ( 94.0% ) 労働保険

　 農林水産省 － － －
　 経済産業省 《 － 》 《 － 》 《 － 》

第３分野　地域における男女共同参画の推進　 1,775,363 1,004,672 56.6%
１ 地方創生のために重要な女性の活躍推進 内閣府 1,676,926 922,548 55.0%
２ 農林水産業における男女共同参画の推進 農林水産省 89,736 81,102 90.4%
３ 地域活動における男女共同参画の推進 内閣府 8,701 1,022 11.7%

第４分野　科学技術・学術における男女共同参画の推進 1,156,450 975,958 84.4%
１ 科学技術・学術分野における女性の参画拡大 内閣府 － － －

文部科学省 1,132,606 949,838 83.9%
２ 男女共同参画と性差の視点を踏まえた研究の促進 － － － －
３ 男女の研究者・技術者が共に働き続けやすい研究環境の整備 文部科学省 　 － 　 　 － 　 　 － 　 　
４ 女子学生・生徒の理工系分野の選択促進及び理工系人材の育成 内閣府 23,844 26,120 109.5%

文部科学省 － － －
177,362,155 161,213,547 90.9%

( 105,946 ) ( 57,777 ) ( 54.5% )
第５分野　女性に対するあらゆる暴力の根絶 2,941,085 1,454,415 49.5%

１ 女性に対するあらゆる暴力の予防と根絶のための基盤づくり 内閣府 11,311 18,787 166.1%
警察庁 　 165,627 　 － － 　 　

２ 性犯罪・性暴力への対策の推進 内閣府 1,456,941 750,828 51.5%
警察庁 　 146,238 　 － － 　 　

３ 子供、若年層に対する性的な暴力の根絶に向けた対策の推進 内閣府 11,255 　 　 18,687 　 　 166.0%
文部科学省 59,826 35,142 58.7%

４ 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等の推進 内閣府 994,716 577,504 58.1%
５ ストーカー事案への対策の推進 － － － －
６ セクシャルハラスメント防止対策の推進 防衛省 74,339 40,828 54.9%

人事院 14,709 9,609 65.3%
７ 人身取引対策の推進 内閣府 6,123 3,030 49.5%
８ インターネット上の女性に対する暴力等への対応 － － － －
９ 売買春への対策の推進 － － － －

第６分野　男女共同参画の視点に立った貧困等生活上の 173,420,815 158,829,915 91.6%
　　　　　困難に対する支援と多様性を尊重する環境の整備 ( － ) ( － ) ( － )

１ 貧困等生活上の困難に直面する女性等への支援 厚生労働省 81,307 56,081 69.0%
　　〃 ( － ) ( － ) ( － ) 労働保険
こども家庭庁 173,339,508 158,773,834 91.6%

２ 高齢者、障害者、外国人等が安心して暮らせる環境の整備 － － － －
第７分野　生涯を通じた健康支援 537,862 523,427 97.3%

( 105,946 ) ( 57,777 ) ( 54.5% )
１ 生涯にわたる男女の健康の包括的な支援 厚生労働省 227,258 224,345 98.7%

　　〃 ( 105,946 ) ( 57,777 ) ( 54.5% ) 労働保険
経済産業省 　 － 　 　 － 　 　 －

２ 医療分野における女性の参画拡大 厚生労働省 212,751 201,229 94.6%
３ スポーツ分野における男女共同参画の推進 文部科学省 97,853 97,853 100.0%

第８分野　防災・復興、環境問題における男女共同参画の推進 462,393 405,790 87.8%
１ 国の防災・復興行政への男女共同参画の視点の強化 － － 　 　 － 　 　 －
２ 地方公共団体の取組推進 総務省 454,996 394,119 86.6%

内閣府 7,397 11,671 157.8%
３ 国際的な防災協力における男女共同参画 － － 　 　 － 　 　 －
４ 男女共同参画の視点に立った気候変動問題等の環境問題の取組の推進 － － － －

3,354,165 3,186,904 95.0%
第９分野　男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備 18,080 14,449 79.9%

１ 男女共同参画の視点に立った各種制度等の見直し － － 　 　 － 　 　 －
２ 男女の人権尊重の理念と法律・制度の理解促進及び救済・相談の充実 内閣府 3,526 154 4.4%

総務省 810 551 68.0%
法務省 13,744 13,744 100.0%

第10分野　教育・メディア等を通じた男女双方の意識改革、理解の促進 537,348 512,774 95.4%
１ 男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育・学習の充実 文部科学省 497,215 495,669 99.7%
２ 学校教育の分野における政策・方針決定過程への女性の参画拡大 － － 　 　 － 　 　 －
３ 国民的広がりを持って地域に浸透する広報活動の展開 内閣府 8,545 　 　 7,146 　 　 83.6%
４ メディア分野等と連携した積極的な情報発信 内閣府 31,588 9,959 31.5%
５ メディア分野等における政策・方針決定過程への女性の参画拡大及びセクシャルハラスメン
ト対策の強化

－ － － －

第11分野　男女共同参画に関する国際的な協調及び貢献 2,798,737 2,659,681 95.0%
１ 持続可能な開発目標（SDGs）や女子差別撤廃委員会など国連機関等との協調 内閣府 7,726 18,486 239.3%

外務省 2,235,734 2,117,554 94.7%
２ G7、G20、APEC、OECDにおける各種合意等への対応 内閣府 39,459 11,494 29.1%
３ ジェンダー平等と女性・女児のエンパワーメントに関する国際的なリーダーシップの発揮 内閣府 12,671 9,118 72.0%

　 外務省 502,237 　 　 502,119 　 　 100.0%
農林水産省 － － －
防衛省 910 910 100.0%

76,575 109,465 143.0%
内閣府 76,575 109,465 143.0%

合　　計 331,743,927 291,595,055 87.9%
一般会計 296,627,387 271,127,638 91.4%
特別会計 ( 35,116,540 ) ( 20,467,417 ) ( 58.3% )
財政投融資 《 － 》 《 － 》 《 － 》

   
（備考）１．主要事項の各項目は、「第５次男女共同参画基本計画」（令和２年12月25日閣議決定）に対応している。
　　　　２．一般会計は括弧なし、特別会計は（　）、財政投融資は《　》で記載している。
　　　　３．男女共同参画基本計画関係の金額が特掲できない施策・事業は、「－」で記載している。
　　　　４．金額は、一部精査中のため今後変更になる場合がある。

Ⅲ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備 

Ⅳ 推進体制の整備・強化

令和６年度男女共同参画基本計画関係予算の使用実績（男女共同参画社会の形成を目的とする施策・事業）
（単位：千円）

所 管主 要 事 項

Ⅰ あらゆる分野における女性の参画拡大

Ⅱ 安全・安心な暮らしの実現

歳出予算現額 支出済額 使用割合
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